
【Ⅰ．見本市産業の育成に向けた検討】

①見本市活性化に向けた方向性

②開催有望見本市、開催地として選ばれるための機能・魅力の向上
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環境・エネルギー

健康・医療

潜在顕在
化学・製薬・バイオ機器

→既存の展示会を充実

→新しい分野の展示会を育成

地場で特徴のある産業

他地域よりも事業所数が多い産業
（個人事業主）
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【見本市・展示会誘致のための工夫】
・優れたバイヤーを集める
・できるだけ多くの来場者を呼ぶ
・柔軟な料金制度になるよう工夫する
・企業の発表の場としての活用
・事前マッチングや調整
【来場者を集める工夫】
・分野を絞った展示会を開催
・個別企業の商談会開催
・観光ツアーデスク設置
・会場までのアクセス改善
【新規見本市開拓のための取組】
・成長戦略に沿った分野の優遇措置

【施設ハード面の課題】
・アクセスが不便
・会議施設がない
・宿泊施設が少ない
・施設の老朽化
・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続環境が整っていない
・
・
【施設ソフト面の課題】
・周辺の賑わいがない
・食事が不便
・
・

【誘客支援】
・出展者・来場者への広報充実
・バイヤー（大企業、海外）招聘
【マッチング支援】
・ﾏｯﾁﾝｸﾞｺﾃﾞｨﾈｰﾀｰ導入､ｸﾘｴｲﾀｰ参加
【開催支援】
・重点分野見本市の新規、拡大支援
（実績のある主催者には施設使用料減免等）
【インテックス大阪の機能向上】
・老朽化対策、会議施設・ＩＴ設備充実、出展企業情報広報、スタッフ
育成
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→分野を細分化することで

新規開催の可能性も

【大阪市見本市産業の育成及び国際見本市会議場の運営組織のあり方等に関する調査検討業務】

③見本市活性化、商談活性化方策

（１）国内外における見本市のトレンド

（２）商談重視の効用

（３）海外の取り込み、コンベンションの取り込み

見本市がもたらす効果
①契約誘発効果：商談機会の増加、顧客の獲得、知名度の向上
②経済波及効果：多様な消費活動、他産業の生産や消費の連鎖を誘発
商談活発化
・企業取引拡大の効率化
・当該見本市の価値向上による出展者・来場者増大
・更なる経済波及効果の増大につながる

・世界を代表する経済大国である日本の国内には世界を代表する技術力
を持った 企業が多く集積しているほか、消費市場としてのポテンシャル
の高さを有しており、 国外企業の参加を促すことにより、国内企業に
とってもプラスの効果をもたらす。

・大規模な国際会議は、展示・商談の機会となると共に開催地の知名度も
向上するので、 国内外のコンベンション誘致を進める。

制約条件の解決新規見本市の開拓・育成

主催者ニーズの把握 課題の把握

・産業振興施策 の取組

・ＭＩＣＥ振興の取組

・国際戦略総合特区（市・府）

・千客万来都市OSAKAプラン
（大商）等

連携

インテックスが見本市・

展示会を自主的に誘致・

開催することも検討

（新規分野の発掘・・・）

→企画（コンセプト、開

催地、開催企画、営業

企画）

→営業（広報、出展者

募集）

→開催

・環境・ｴﾈﾙｷﾞｰ、健康・医療の

分野を絞り開催

・地場の集積産業をﾀｰｹﾞｯﾄに

した未開拓見本市の開発

新規見本市
・商談活性化・規模拡大

・既存の環境・ｴﾈﾙｷﾞｰ、健康・医療、

地場の集積分野の見本市の商談

活性化、規模拡大

・異業種交流

既存見本市

大阪市の潜在的バイヤー（来
場者）、セラー（出展者） ：

・多分野・多数の中小企業（決
定権を有する）
・ﾊﾞｲﾔｰとしての大企業
・アジア新興国企業（←アジア
との近接性）

（１）インテックス大阪での見本市の参加者
⇒来場者：関西エリアの企業、出展者：全国（首都圏、関西等）の企業

（２）有望分野
■関西の地場に着目した分野 ： 「機械器具製造業」「化学」「消費関連（飲食、理美容業、教育、防犯・防災等）」
⇒開催実績があるものもあるが、分野を絞る、異業種交流を図る等で潜在的ニーズを掘り起こし新規開催をめざす
■行政の産業振興対象分野 ： 「環境・エネルギー」「健康・福祉・美容」
・開催実績をみると、「環境・エネルギー」「健康・福祉」については現在一定数が開催されており、ニーズが顕在化している。
・反面、大阪の持つ強みを生かすことが可能な「製薬・バイオ関連」、環境の中でもスマートシティに関する分野は未だ潜在的な
ニーズが大きい。

・全国から来場者を集めるためには、他地域で開催されていないオンリーワンの見本市を企画することが必要。



【大阪市見本市産業の育成及び国際見本市会議場の運営組織のあり方等に関する調査検討業務】

①施設の現状 ②シミュレーションによる評価

（１）シミュレーションの前提とケース設定
初期投資：改修費130億円。改修期間5年。
資金調達：起債により調達、償還期間10年（※施設保有型のみ、民間借入）
収 入：現行方式以外は、平成27年から32年まで各年１％ずつ収入・費用ともに増加を見込む。
費 用：現行方式以外は、人件費、委託費・光熱水費・その他物件費の運営効率化を見込む
納 付額 ：（指定管理者制度）納付金（一部固定+歩合），（賃貸借方式）賃貸料（固定額）

：いずれも各年平均10億円
事業期間：事業期間は平成26年～42年まで。

（３）総合評価（シミュレーションを踏まえた総合評価）
現行方式は、委託料収入により経費をまかなうため、運営主体の事業リスクは少なく安定的である。ただし、集
客増へのインセンティブが乏しいため、集客実績に応じた市の使用料収入の一部還元などの導入が望ましい。
指定管理者制度は、起債による調達が可能であること、歩合や固定などを組み合わせた利用料収入の納付
の仕組みが可能であること、公共性を担保できることが挙げられるが、行政財産化手続きを必要とする。
賃貸借方式は、固定賃借料により、収入の変動に伴う需要リスクが生じるため、市場原理に基づいた賃借料
の設定が望まれる。また、公募にあたっては、プロポーザル方式による選定、改修財源の調達が可能となるこ
となどが前提となる。公共性については、契約締結により担保する必要がある。
施設保有方式は、施設所有権移転により市の負担はほとんど無く、固定資産税などの市税収入は見込める。
ただし、独立採算では成り立たない事業であり、運営主体の経営の安定性の問題が課題となる。市に多大な
経済効果をもたらす公的な事業であることを踏まえ、出資や人事など、市の経営の参画、将来の建替えに関す
る市の役割になど、市の担う役割を明確にし、適切に担うことによって、実施の可能性は出てくる。
いずれの方式も、公募を導入する場合には、価格面だけでなく、総合評価による選定が必須。

【Ⅱ．インテックス大阪の運営組織及び運営方式の検討】

【取組みの方針】

・今後の取り組みの方向性としては、施設運営（ソフト）の改善を図り、（商談重視の）見本市の開催増、稼働率向上を実現し、施設機能（ハード）の維持・向上に繋げ、更なる利便性向上によ
り見本市等の開催増を目指す。
・公共性・収益性のバランスの取れた施設運営に加え、施設全体としての魅力の向上を目指す。

施設の管理運営 現在は市からの管理運営委託による運営。現状は健全運営であるが、稼働率は小規模化+伸び
悩み気味。サービスの向上及び一層の効率化の取り組みが必要。

催事誘致 民間経験者の採用による催事誘致の成果は出ているが、民間オーガナイザー等との連携など
一層の営業体制の強化が必要。

施設の老朽化 整備後26年以上経過し、施設・設備共に老朽化し、改修の時期が到来。

自主企画 自主企画等は開催せず。（社）大阪国際見本市委員会が担う。

その他 使用料収入は市の収入であるため、利用促進のインセンティブが運営主体に働かず。
更なる利用者サービスの向上の提案を行っていく必要あり。

（１）インテックス大阪を取り巻く現状と課題
企業の業績悪化とともに、企業の求める見本市・展示会も高度化し、収益性が求められる時代に。
インテックス大阪の稼働率は近年低下気味。また催事も小規模化が進む。

（３）想定される運営方式
稼働率を向上させ、商談が活発になされるよう、営業力・企画力の向上への取り組み要。

スキームの概要 メリット デメリット・留意点

現行方式

（管理委
託制度）

・大阪市の管理運営委託に基づいて、外郭団体で
ある運営主体が、施設の管理運営を実施。
・運営主体は施設の使用料の徴収代行を担う。
・原則公募

・既に、安定的な施設
運営実績を有する。

・市の施策を反映しや
すい。

・現行では収入増加のｲﾝ
ｾﾝﾃｨﾌﾞにつながらず、使
用料実績に応じたｲﾝｾﾝﾃｨ
ﾌﾞ導入が望ましい。

指定管理
者制度

・地方自治体が指定する法人等が、地方自治法上
の指定管理者となり公の施設の管理を行う。
・運営主体は施設の利用料収入を直接収受。
・原則公募

・利用料の直接収受に
より、集客ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞが
向上。
・起債が可能。

・市の施策を反映しや
すい。

・インテックス大阪は普
通財産であり、行政財産
化手続きが前提となる。

賃貸借方
式

・運営主体が、賃貸借契約に基づき事業期間中に
わたって賃借料を納付し、施設の維持管理・運営
を行う。
・運営主体は施設の利用料収入を直接収受。
・原則公募

・利用料の直接収受に
より、集客ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞが
向上。

・普通財産であり改修費
の起債による調達が困難。

・導入時にはﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾙ方
式で行えることが前提。

施設保有
方式

・運営主体が、市からの現物出資を受けて施設を
保有し、改修・維持管理・運営・資金調達の全て
を行う。
・運営主体は施設の利用料収入を直接収受。
・原則公募

・利用料の直接収受・
運営の裁量増大により、
集客ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞが向上。

・市の経営参画により
公益性担保可能。

・改修費の民間調達によ
り金利負担が増大。

・民間資産であるが、市
による将来の建替への支
援が必要。

（２）施設の運営主体の検討
運営主体ごとの、インテックス大阪の運営のメリット・デメリットは以下の通り。

メリット デメリット・留意点

現運営主体 安定的な施設運営実績あり。 催事の企画実績は乏しい。

別組織の活用
（公募）

人員体制など業務の効率化、催事の企画に関
して民間事業者にノウハウ有り。

現在の施設管理のノウハウに乏しい。

直営 公平性は担保されている。 施設管理・企画ともに運営ノウハウ乏しく効率
化も見込めない。

以下の方式をベースに、比較を行う。

（２）シミュレーション結果による大阪市への財政貢献
現行方式：現行方式の17年間を通じた大阪市の収入は39.5億円であった。
指定管理者制度：現行方式と比べ、運営の効率化・利用料の直接収受によるインセンティブ増加により、42.0億
円と、約2.5億円市財政への貢献が見込まれる結果となった。
賃貸借制度：現行方式と比べ、運営の効率化・利用料の直接収受によるインセンティブ増加により、42.0億円と、
約2.5億円市財政への貢献が見込まれる結果となった。
施設保有方式：運営主体から大阪市へ支払われる事業所税・固定資産税収入に対し、資金調達や長期修繕に
伴う支出は生じず、事業期間を通じて約43.3億円が市の収入となり、現行方式より、約3.9億円市財政の貢献が
見込まれる結果となっている。（ただし、運営主体の財務状況は厳しく、利払費用や減価償却費、固定資産税等
の負担より税引前損益累計は赤字。償却前損益で黒字であるが、事業安定性には課題がある。）
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